
          社団法人日本ボランタリー・チェーン協会 
      正会員入会規定 

 
社団法人 日本ボランタリー・チェーン協会 定款 第５条・第６条・第７条及び第８条に 
より次のように定める。 
 
（会員の資格） 
第１条・本会の正会員の資格は下記の通りとする。 
        ボランタリーチェーン活動を営む法人または団体（協同組合等含む）とし、下記 

に該当するものとする。 
(1) 小売主宰ボランタリーチェーン及び小売業・サービス業協同組合 
小売業、サービス業同士により、ボランタリーチェーン活動を営む団体、若しく 
は協同組合 

 
(2) 卸主宰ボランタリーチェーン及び卸売業協同組合 
卸売業により、ボランタリーチェーン活動を営む団体、若しくは協同組合 

 
(3) 小売業・サービス業・卸売業共同主宰ボランタリーチェーン及び協同組合 
小売業・卸売業によりボランタリーチェーン活動を営む団体、若しくは協同組合 

 
(4) その他 ボランタリーチェーン本部と同様の目的と機能を有する団体若しくは 
事業体 

   
（入会手続） 
第２条・本会に加入しようとする法人又は団体は次の手続を経た後、本会の承認を受けて 
        入会するものとする。 

(1) 所定の申込書に組織の概況書、定款・約款、総会資料、決算報告書、加盟店名 
    簿等の資料を添えて会長に提出しなければならない。 
(2) 本会に対する代表者としてその権利を行使するも者（以下（会員代表者）という） 
を定め、会長に届け出なければならない。 

         また会員代表者を変更した場合、以後速やかに変更届を会長に届け出なければ 
         ならない。  
  
 （入会の決定） 
第 3条・前条の手続により入会申込書が会長に提出された場合、理事会においてその諾否 
        を決定し通知するものとする。 

 



 （入会日） 
 第４条・入会は理事会において承認決定された月日とする。 
 
 （会費及び入会金） 
第５条・入会金及び会費は別表の通りとする。 
 
 （入会金及び会費の納入方法） 
第６条・入会時の入会金及び会費は入会決定時において速やかに納入するものとする。 
        但し、会費の納入は次の各号により行うものとする。 

(1) 初年度は入会月より本会の決算月である３月までとする次年度分からは４月から 
翌年３月までとする。 

(2) 会費は（４月～９月）６ヶ月分上期分を４月１日、（１０月～３月）６ヶ月分下 
   期分を１０月１日の年２回に前納する。 
(3) 納入方法は口座振替とする。 

 
 （退会手続） 
第７条・会員を退会しようとするときには事前にその旨を書面をもって会長に届け出なけ  
        ればならない。 
        但し、その場合、未納会費等の精算を行うものとする。 
        また、本会は既に納入された会費その他の拠出金品は返還しないものとする。 
 
                                                                           以上 

  
  



  
別  表 
             

社団法人 日本ボランタリー・チェーン協会    正会員 
 

 
  入会金及び会費 

                   
１．本協会定款第７条により、正会員の入会金会費を下記の通り定める。 
 

１．入会金                                         １００，０００  円 
 
２．平等割年会費（月額２０，０００円）             ２４０，０００  円 
 
３．店舗数スライド会費（１店舗当たり年間１，５００円）        Ｘ   円 
          （店舗数×＠１，５００） 
  
①但し店舗数が２９店舗以下のチェーンについては平等割会費のみとする。 
 
②店舗数スライド会費と平等割年会費の合計額の上限額会費を３５０万円とする。 

 
③クリーニングチェーン、共同市場のチェーンなど店舗が極めて小規模なチェーンに

ついては店舗数ではなく加盟企業数を適用する。 
 
２．会費の納入方法は次のとおりとする。 
 

１．原則として半年分を４月１日、１０月１日の２回に前納する。 
 
２．納入方法は、口座振替方式（振替手数料は協会負担）、又は銀行口座振込方式 
   （振込手数料は会員負担）とする。 
   



正会員申込書 
 

平成   年   月   日 
（社）日本ボランタリー・チェーン協会 

会長   小川 修司  殿 
                                       

 
 

                     チェーン名・企業名                                        
 
                           代表者                                       印       

 
 
 
社団法人日本ボランタリー・チェーン協会の趣旨に同意し、協会定款第６条及び入会規

定第 2条により下記書類を添えて正会員として加入いたしたく申込み致します。 
 
 

記 
 
 

１． チェーン概況書 
２． 定款・約款 
３． 総会資料 
４． 決算書報告書（直近年度） 
５． 加盟店名簿 
６． その他   参考資料



チェーン概況書 
業種・業態 業種 業態 

1 チェーン名  卸主宰・小売主宰・その他 

2 企業名 株式会社・協同組合・任意・その他 

3 資本金 (出資金) 万円 年商 万円 

4 代表者名                    印     設立時期    年    月    日 

5 本部要員数              人     卸主宰より出向            人 

6 取引銀行  

7 本部所在地  

8 本部連絡先 ＴＥＬ ＦＡＸ 

9 地区本部 

支店所在地       ※  記入出来ない場合、別途添付して下さい。 

10 担当者 役職                      氏名 

11 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

12 加盟企業数                  企業                店舗 

13 取扱品目  

14 業績推移 

 (

過
去
３
年
間) 

本
部
総
売
上 

決算期 売上高(億) 

 (

過
去
３
年
間) 

加
盟
企
業
総
売
上 

決算期 売上高(億) 

  年   月    年   月  

  年   月    年   月  

  年   月    年   月  

15 本部運営会費の算定方法  

16 加盟店の 
出店地域 
(都道府県別) 

 

17 営業スタッフ 総括マネージャー（       名） 

地域マネージャー（       名）  その他（        ） 

18 店舗指導 
スタッフ 

スーパーバイザー （     名）   店舗開発（     名） 

マーチャンダイザ－（     名）   物流    （     名） 

教育 （     名） 

 


